
番号 市民の皆様の御意見要旨 件数 御意見に対する本市の考え方

2

　岡崎地域は，京都の顔となる文化
観光交流ゾーンであり，都市計画の
規制はその実態に合わすべきであ
り，今回の見直しには賛成。

6

3

　京都の観光・教育・文化振興の中
心となる可能性を持った岡崎地域の
保護・保存すべきところは確実に守
り，利活用すべきは有効に活用す
る，メリハリのある素晴らしい計画
であると高く評価している。

2

　日本を代表する文化・交流ゾーンである岡崎地域につい
て，優れた都市景観を構成する近代建築物群や空間的魅力
を５０年後，１００年後の将来にわたって継承しながら，
市民の皆様に親しまれ，利用していただける施設として機
能強化が可能となるよう，今回の見直しによって都市計画
として明確に位置付けてまいります。

4

　京都の活性化のためには，絶対に
必要な改正だ。ＭＩＣＥ戦略の観点
からも岡崎地区には高級ホテルを建
設し，京都に国際会議などを積極的
に誘致して，観光振興を図るべき。
京都の強み（観光資源など）を世界
にアピールするために，今回の変更
を高く評価する。

1

　岡崎地域活性化ビジョンに掲げられた「文化芸術，ＭＩ
ＣＥ拠点としての機能強化」，「多くの人々が訪れたくな
る新たな賑わいの創出」等の実現に向け，特別用途地区の
指定により，既に岡崎地域に根付いている既存の文化・交
流施設の用途を当該区域で建築可能な用途として位置付け
ることとしております。
　なお，今回の見直しは，御提案のようなホテルなどの大
規模な開発を呼び込むものではなく，基本的な考え方とし
ては，現在の岡崎地域の魅力を将来に継承するため，都市
計画として明確に位置付けるものです。

6

　岡崎地域活性化ビジョンもできた
のだから，この機会に将来を展望し
て特別用途地区や用途地域の整理を
してもらいたい。

3

7

　京都会館やみやこめっせは，人々
に京都の文化を見せる最高の場所な
ので，文化・交流ゾーンとしての機
能強化のため，特別用途地区を指定
することは良いことだと思う。

2

１　見直し素案等に賛成する御意見

（１）素案全般について（３４件）

　岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けて，ビジョンに掲
げる「優れた都市景観・環境の将来への保全・継承」，
「世界に冠たる文化・交流ゾーンとしての機能強化」，
「更なる賑わいの創出」を図るため，必要な都市計画制限
等の見直しを行ってまいります。

1 　今回の見直しに賛成する。 25

（２）特別用途地区の指定・特別用途地区建築条例の制定について（２８件）

　特別用途地区に賛成する。 20

　特別用途地区によって，岡崎地域活性化ビジョンに掲げ
る文化・交流ゾーンとしての位置付けを明確にし，岡崎地
域の文化・交流機能の強化を図ってまいります。

5

岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けた都市計画制限等の見直し素案に関する
市民の皆様の御意見と御意見に対する本市の考え方

別紙
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8

　岡崎の中心部は，これまでから文
化や産業の情報を発信してきた。特
別な用途地域が認められて当然だと
思う。

3

　特別用途地区の指定によって，既に岡崎地域に根付いて
いるこれら既存の文化・交流施設の用途を当該区域で建築
可能な用途として位置付け，将来にわたり，引き継いでま
いります。

9 　賛成する。 6

10

　岡崎の「にぎわい」創出，京都の
活性化に適切な用途変更である。岡
崎の特質に合わせた用途地域や特別
用途地域を整理すべきである。

3

11
　岡崎は素晴らしい文化ゾーンであ
る。岡崎にふさわしい素敵なお店が
あればいい。

2

12
　用途地域もハレ舞台にふさわしく
変えてほしい。

1

13

　不必要な用途は地区計画で規制で
きるため，用途地域はその地域の文
化性や集客性から，近隣商業地域や
商業地域でもよいのではないか。

5

14

　今回の見直しゾーンには住宅地は
含まれていないので，実際に建築可
能な用途地域にしてしまってもよ
かったのではないか。

1

15
　岡崎地域東側にある住宅地が，パ
チンコ屋などに変わらないような仕
組み，規制が付けられないか。

1

　岡崎通東側については，風営法に基づく京都府の条例に
より，パチンコ屋などの風俗営業の立地が出来ない地域と
なっています。
　なお，地区計画を指定しようとする区域についても同様
ですが，地区の目指すべき将来像を明確にするため，地区
計画の指定により，パチンコ屋等の風俗営業についても制
限する用途に加えております。

（３）用途地域の変更について（１９件）

　岡崎地域は「京都市都市計画マスタープラン」の中で
「学術・文化・交流地区」として位置付けている地区であ
り，特別用途地区の指定により岡崎地域に既に立地してい
るみやこめっせ（展示場）や岡崎グラウンド（観覧場）な
ど文化交流に特化した施設の用途を緩和しようとするもの
で，都心部や京都駅のような繁華街を誘導しようとするも
のではありません。したがいまして，商業系の用途地域と
するより，文化・交流ゾーンとしての岡崎地域の位置付け
が明確になるものと考えます。

　特別用途地区等の指定と合わせて，文化・交流ゾーンに
ふさわしい用途地域への見直しを進めてまいります。
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17

　岡崎地域の優れた都市景観，都市
環境を将来にわたって保全継承して
いくためには，今回の地区計画のよ
うなきめ細かい規制が必要である。

9

18

　岡崎地域で，建物の意匠や形態や
位置を規制しながら，高さを一定認
めていく地区計画を定めることに賛
成。高さについても，次の世代に引
き継ぐべき近代建築物のみに限定し
ているので許容できる範囲である。

5

19

　京都市民に長く愛され，幅広く活
用されている市民の財産でもある京
都会館を将来にわたって残し，活用
され続けるためには必要な見直しだ
と思う。

5

20

　特例許可のほうが良いとの意見が
あるが，今回のような地区計画の方
が，決定までの手続や，市民をはじ
め多くの人が意見を述べることがで
きるといった面からも良いことだと
思う。

1

21

　現在，１５メートルを越えている
京都会館をはじめとした既存建築物
の高さについて，これらの近代建築
物が今後も残り続けることを前提
に，使い勝手のよいものに改修する
ため，一部の高さを最小限に限って
緩和することは，都市活動を活性化
させることから必要なことだと思
う。

3

22

　基本１５メートルとしたうえで，
残すべき建物部分のみの高さを地区
計画で上げることは賛成である。景
観的にも問題ないと思う。

2

23
　京都会館を再整備して，もっと本
格的な舞台ができるようするために
は，高さの緩和も必要。

1

（４）地区計画の指定について（１６３件）

　地区計画制度の活用により，現行の１５メートルの高さ
制限を基本としつつ，将来にわたり，使い続けられるよう
施設機能の向上を図りながら，既存建物を保全・継承する
ために必要な高さを最小限の範囲で定め，文化・交流ゾー
ンとして機能強化を図ってまいります。

　地区計画の指定に賛成。 125

　新景観政策において，一律的な高さ制限だけでは，都市
の硬直化を招き，活力ある都市の形成が困難になることか
ら，一定のまとまりをもった地区において，総合的・計画
的な配慮がなされたものについては，地区計画制度により
高さの特例を認める制度を設けております。
　岡崎地域については，わが国を代表する文化・交流ゾー
ンとして，そして高いデザイン水準を有する既存の建物と
広々とした空間や水と緑が一体となった素晴らしい都市景
観，都市環境を有し，まさに市民の財産であることから，
これを継承していくため，この地区計画の制度を活用しよ
うとするものです。

16
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24

　今回の地区計画の趣旨には大賛成
である。しかし，建物の後退距離な
ど，細部の規制は少し厳しすぎない
か。もう少し自由度がある緩和をし
ても決しておかしくない地域だと思
う。

3

　岡崎地域については，わが国を代表する文化交流ゾーン
として，そして高いデザイン水準を有する既存の建物と
広々とした空間や水と緑が一体となった素晴らしい都市景
観，都市環境を有し，まさに市民の財産であることから，
地区計画制度の活用により，優れた都市景観・環境の保全
継承や更なる賑わいの創出を図ってまいります。
　現在の広々とした空間の継承を行ううえでも，高さ制限
の緩和に合わせて，壁面位置の制限等が必要と考えており
ます。

25

　高さの規制はやりすぎ。高さを認
めなければホールなどできない。１
５メートルにしたら京都の資産がな
くなる。

3

26
　高さについては，今の建物の範囲
だけなら賛成。

1

27
　地区計画という，その地域の特色
に合った制度で行うことには賛成。

2

　新景観政策において，一律的な高さ制限だけでは，都市
の硬直化を招き，活力ある都市の形成が困難になることか
ら，一定のまとまりをもった地区において，総合的・計画
的な配慮がなされたものについては地区計画制度により高
さの特例を認める制度を設けております。

28

　多くの文化交流施設を集積する岡
崎地域でのパチンコ屋など「建築物
等の用途の制限」を設けることに賛
成。

1

　パチンコ屋等の風俗営業については，風営法に基づく京
都府の条例により，立地が出来ない地域となっています
が，地区計画の指定により，パチンコ屋等を含む，岡崎地
域のにぎわい創出に必要のない用途を制限し，文化・交流
ゾーンとしての位置付けを明確にしております。

29

　基本的には賛成。ただし，地域の
場所性を考慮すると，京都会館の３
１メートルは突出しすぎると思うの
で，２７．５メートルにおさめる工
夫が望まれる。

1

　建物の高さについては第一ホールを建て替えて舞台面を
地上付近に設定したとしても，現代の利用ニーズに合わせ
たホールを目指した場合，舞台内高さが２７ｍ必要にな
り，基本計画では約３０ｍの高さが必要になることを示し
ております。
　御意見にありますように，現在の高さに納めようした場
合，舞台面を地下に設定することになり，舞台機材の搬入
や，既存部分との動線の関係などハード面のほか，リフト
を用いることによる使用料への反映など克服すべき課題が
多く困難ですが，今後，設計を進めていくに当たって，慎
重に検討してまいります。

30

　京都会館の改修や今回の地区計画
に反対ではないが，改修する時には
中庭の見え方なども考えて，今後計
画を進めるべき。

1
　岡崎地域は，緑豊かな地域であり，東山の緑との調和を
図りながら，優れた景観の保全・継承に努めてまいりま
す。

　新景観政策では，都心部から山すそに行くにしたがって
次第に建物の高さが低くなる構成を基本とし，良好な景観
形成，市街地環境の整備，都市機能の充実の観点から，大
きなまとまりのある区域ごとに高さを定めるとともに，地
域の拠点となる地区や大学，病院など特に都市機能上の配
慮が求められる地区については，それぞれに必要な高さを
定めています。
　その新景観政策では，岡崎地域を含む鴨川東側の地域全
体として，東山の山並みや歴史的な建造物と調和した良好
な町並み景観の形成に向けて，大きなまとまりのある区域
ごとの高さ規制として１５メートルに設定しています。
　岡崎地域は，岡崎地域活性化ビジョンの策定を踏まえ，
現在の良好な景観を維持・継承するために，１５メートル
を高さ規制の基本とするとともに，文化・交流ゾーンとし
ての施設機能の向上を図る観点を踏まえ，地区計画を活用
し，土地利用や建物配置，高さ，形態意匠など総合的な配
慮をした中で，きめ細かく必要最小限の範囲で高さを定め
ております。
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31 　賛成である。 4

32

　一律のデザイン規制ではなく，街
区ごとにその特色とも言えるデザイ
ンをお手本とする特別修景地域の指
定は，有名な建築が多い岡崎地域に
ぴったりの手法である。

3

33
　緑豊かな中に文化交流施設や新し
い賑わい創出ができるような風致地
区であることを期待する。

1

34

　ゾーンごとの街区建ぺい率も厳し
い制限となっているので，今の素晴
らしい岡崎の豊かな空間を残してい
くためにも必要だと思う。

1

35

　風致地区特別修景地域で緑地率や
建ぺい率を規制するのはいいが，後
で身動きできなくなるのではと危惧
する。もう少し緩やかな規制でもい
いのではないか。

2

　街区単位の緑地率や建ぺい率については，少なくとも現
在の各街区内の緑地や空地を確保することを目的として，
現況を基に設定しておりますので，維持可能な規制である
と考えております。

36
　ラブホテル群の今のけばけばしい
看板は規制してほしい。

4

　今回の見直しは，岡崎地域活性化ビジョンの中で，琵琶
湖疏水や庭園群を保全・修景すべき文化的景観と位置づけ
ており，コアゾーンと東山山麓を結ぶ地域の市街地景観や
歴史的環境の保全・継承を図るため，現在の第２種地域か
ら歴史遺産型第２種地域へ種別を変更し，規制を強化する
ものです。
　今回の種別変更に伴い，当該地域の屋外広告物について
適切な指導を行ってまいります。

37
　屋外広告物規制区域の種別の変更
については賛成。

3

　岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けて，コアゾーンの
東側から琵琶湖疏水や庭園群などが点在する東山山麓に至
る市街地景観や歴史的環境の保全・継承を図るため，屋外
広告物規制区域を一般型から歴史遺産型に変更いたしま
す。

38

　賛成だ。今まで規制のかかってい
た看板を掲げている普通の店舗の
方々がダメにならないように，しっ
かりと説明してあげてほしい。

1

　屋外広告物は，都市の良好な景観形成に大きな影響を与
える重要な要素であり，優良な屋外広告物による美しい品
格のある都市景観を形成するため，屋外広告物規制を設け
ています。市民や事業者の皆様の御理解と御協力をよろし
くお願いいたします。
　種別変更に伴う屋外広告物の基準の変更点については，
丁寧に説明等に努めてまいります。

　風致地区特別修景地域は，現在６１の地域で指定してお
り，地域の特性に応じた規制を行っております。岡崎公園
一帯の地域を，今回，新たに特別修景地域に指定すること
により，岡崎地域の特性に応じた優れた都市景観を今後も
保全・継承してまいります。

（６）屋外広告物規制区域の種別の変更について（８件）

（５）風致地区特別修景地域の指定について（１１件）
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39
　拡大を予定されている区域は大い
に賛成。

3

40

　歴史的風致維持向上計画の重点地
域に，岡崎・吉田が追加になること
は，京都の歴史の重層的な魅力と景
観が評価されることになり，歓迎し
たい。

2

41

　歴史的風致維持向上計画の制度で
少しでも補助金が入ることを期待す
るので，区域を拡大することは賛成
である。

2

　歴史まちづくり法は，平成１６年に制定された「景観
法」が主に規制により景観形成を図っていくための法律で
あるのに対し，歴史的風致を維持向上させるための市町村
の様々な取組を支援するための法律として文部科学省，農
林水産省，国土交通省の三省共管で平成２０年に制定され
たものです。
　この法律に基づく「歴史的風致維持向上計画」の中で重
点区域を定めることにより，区域内の取組に国の支援制度
を活用することができることから，本市では既に４地区を
定め，歴史的建造物の保全等の取組を推進しております。
　今回，重点区域に加えることにより，国の支援制度も活
用し，近代建築物等の歴史的な建造物や街路の保全・修景
などの取組を推進することが可能となることから，京都の
中でも特徴ある近代化遺産を生かした歴史まちづくりを推
進してまいります。

42
　岡崎地域活性化ビジョンを実現し
てほしい。

3

　岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けて，ビジョンに掲
げる「優れた都市景観・環境の将来への保全・継承」，
「世界に冠たる文化・交流ゾーンとしての機能強化」，
「更なる賑わいの創出」を図るため，必要な都市計画制限
等の見直しを行ってまいります。

43

　岡崎エリアへのアクセスについて
も向上してほしいと思う（市バ
ス）。駅からの徒歩ルートについて
も整備してもらいたい。

2

　岡崎地域活性化ビジョンでは，実現方策として「地域へ
のアクセスと地域モビリティの向上」や「道路機能・デザ
インの向上」を掲げております。
　岡崎地域の各施設や多くの地域資源をつなぐ道路の機
能・デザインに配慮し，来訪者にとって魅力的で回遊しや
すい地域づくりを進めてまいります。

44

　経済産業省「スマートコミュニ
ティ構想普及支援事業」に申請し，
詳細な調査を始めるとある。太陽光
のほか，動物のフンを使ったバイオ
ガス発電や，琵琶湖疏水を利用した
小水力発電など，まさに現時点の課
題にマッチしていると思う。京都市
の関連課がひとつのプロジェクトと
して討議する絶好の機会ではないだ
ろうか。

1

　岡崎地域活性化ビジョンでは，７つの実現方策の柱の一
つに，再生可能エネルギーの活用など，環境モデル都市を
牽引する取組の実践を掲げております。
　ビジョンの推進に当たっては，市の関連部局による「庁
内プロジェクトチーム」を設置し，様々な政策の融合を図
りつつ，関連プロジェクトを推進しております。

（７）歴史的風致維持向上計画の変更について（７件）

　岡崎地域活性化ビジョンについて（１０件）

　明治以降の近代化を牽引してきた岡崎・吉田地域の歴史
的背景や，現在形成されている歴史的風致の理念を多くの
皆様に知っていただくとともに，重点区域として設定する
ことで，近代化を含む重層的な京都の歴史まちづくりを推
進してまいります。
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45

　地域特性を生かしたまちづくりを
これからも進めていただきたい。こ
れからも岡崎の魅力を大いに発信し
てほしい。

1

　岡崎地域活性化ビジョンは，多くの方々に愛されている
岡崎地域の優れた都市景観・環境を将来へ保全継承しつ
つ，文化・交流ゾーンとしての機能強化と更なる賑わい創
出を目的として，５０年後，１００年後を見据え長期的な
見地に立って策定されたものです。
　今の地域特性や資源を生かしながら，その結び付きや連
携を強めることで地域全体の魅力を向上させ，市民をはじ
め「世界の人々が集いほんものに出会うまち『京都岡
崎』」の実現に向け，今後とも，官民様々な主体で連携し
ながら取り組んでまいります。

46
　岡崎公園の集客等を考慮し，休憩
所や喫茶ルームも充実すべきと思
う。

1

47
　幕間と終了後の食事が出来る商業
施設をお願いしたい。

1

48

　東山を望む豊かな自然に囲まれた
岡崎の環境を守りながら，もっと若
者が集える京都会館周辺の活性化を
ぜひ進めてほしい。

1

　岡崎地域活性化ビジョンは，優れた都市景観・環境を将
来へ保全・継承しつつ，文化・交流ゾーンとしての機能強
化と更なる賑わい創出を目的として，５０年後，１００年
後を見据え長期的な見地に立って策定されたものです。
　ビジョンに掲げる５つの将来像は，多面的かつ普遍的な
岡崎の姿であり，それぞれが独立したものでも，また上
位・下位という性格のものでもなく，相互に重なり合い，
関連しながら発展するものとしております。

　岡崎地域活性化ビジョンでは，地域の課題の一つとして
「憩い，交流・滞留する機能の不足」が挙げられていま
す。歩いて楽しい岡崎地域に必要な機能として，周辺の景
観と調和したカフェ・レストランなど，岡崎地域にふさわ
しい憩いの空間と賑わいの創出を方策の一つとして掲げて
おります。

7 / 28 ページ



49
　京都会館は再整備が必要な時期に
どう見てもきている。しっかりと整
備して，文化を守り育ててほしい。

16

50

　賛同する。京都会館を更に魅力あ
る新しいホールとし，岡崎地域によ
り一層人が集う環境作りの目玉にな
ればと思う。

12

51

　京都会館が良くなれば訪れるアー
ティストの幅は大きく広がるはず。
京都会館で夢のある舞台を見れるこ
とを心待ちにしている。

8

52

　京都会館の第一ホールが老朽化し
て機能が低下したあのままでよいの
か。文化芸術都市・京都にふさわし
いホールが必要であり，大規模な公
演にも対応可能なホールとして整備
してほしい。

5

53

　京都会館に関しては色々な意見が
あると思うが，保存のための保存と
いう意見には賛成できない。今の京
都会館の音響が悪いということは一
度でも聞きに行ったことのある人な
らば周知の事実で，そういった問題
の解決や色々な演目を観ることがで
きるようにすることは非常にいいこ
と。

5

54

　京都会館の再整備に関しては，建
築関係者の意見ばかりが取りざたさ
れており，実際に利用しているプロ
モーターや演劇関係者などの意見を
聞くことがない。高さの話ばかりが
話題になり，事の本質が分かりにく
くされているように思う。京都会館
の機能を向上させることは京都の文
化的価値を更に高め，京都にとって
間違いなくプラスになることである
ので賛成。

5

55

　京都会館は老朽化し，このままで
はホールとしての機能が果たせなく
なり，利用者も減る一方だと思う。
施設は使用されてこそ価値のあるも
のとなるため，これから先の使用を
見通し，大規模な公演も行えるよう
なホールとして，再整備すべきであ
ると考える。

3

　京都会館は５０年以上にわたって「質の高い文化芸術作
品の鑑賞の場」，「市民の皆様が文化芸術活動を発表する
場」として親しまれてまいりました。
　再整備は現在の施設を，建物価値を継承しながら第一
ホールは建て替え，それ以外は既存躯体を残した全面改修
をすることとしています。
　今後，現代の利用ニーズに対応できる舞台機能を確保
し，文化芸術都市・京都における文化の殿堂にふさわしい
ホールとなるよう再整備に取り組んでまいります。

　京都会館再整備について（６５件）
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56

　京都会館がリニューアルしてオペ
ラや素敵な舞台が見れることは大賛
成。
　世界の京都岡崎と言っているのだ
から，オペラができて何が悪いの
か。

2

57

　果たして，京都市民の皆さんは，
今の京都会館に満足されているのだ
ろうか。確かに，偉い建築家の先生
が設計された味のある建物だが，私
たちは建物の鑑賞に京都会館を訪れ
るわけではない。一日も早く制度見
直しがされて，再整備されることを
希望する。

1

58

　京都会館はホールとして使われて
こそ価値ある建物だ。世界レベルの
芸術の舞台として再生し，誇れる施
設となってもらいたい。

1

59

　賛成する。国際都市にふさわしい
建物をつくってほしい。子どもから
老人まで幅広く，利用しやすい建物
を希望する。

1

60
　魅力的なホールを建設し，京都の
観光PRを促進してほしい。

1

　文化芸術都市・京都における文化の殿堂に相応しいホー
ルとなるよう再整備に取り組み，様々な舞台芸術が公演さ
れ，市民の皆様や観光で京都に来られた方にも楽しんで頂
けるよう，再整備に取り組んでまいります。

61
　賛成する。行きたくなる会館にし
てほしい。

1
　様々な舞台芸術が公演され，市民の皆様に鑑賞していた
だく機会を提供できるよう，再整備に取り組んでまいりま
す。

62

　京都会館について，老朽化による
改修，耐震化は必要なこと。外観と
エントランスロビー階段等，内装に
はあまり手を加えずにいてほしい。
ホールの中，音響をよくすることを
中心に舞台の広さ，座席の間隔，
ホール内の明るさなど，ここを重点
に，改修してもらいたい。会館内の
レストランは充実させてほしい。

1

　京都会館は５０年以上にわたって「質の高い文化芸術作
品の鑑賞の場」，「市民の皆様が文化芸術活動を発表する
場」として親しまれてまいりました。
　再整備は現在の施設を，建物価値を継承しながら第一
ホールは建て替え，それ以外は既存躯体を残した全面改修
をすることとしています。
　今後，現代の利用ニーズに対応できる舞台機能を確保
し，文化芸術都市・京都における文化の殿堂にふさわしい
ホールとなるよう再整備に取り組んでまいります。
　なお，二条通に面した会議棟１階部分にカフェやレスト
ランなどの賑わい施設を設置し，京都会館の来館者だけで
なく，岡崎地域に訪れた方にも御利用いただくことで，地
域の賑わい創出に向けた検討を進めてまいります。

　京都会館は５０年以上にわたって「質の高い文化芸術作
品の鑑賞の場」，「市民の皆様が文化芸術活動を発表する
場」として親しまれてまいりました。
　再整備は現在の施設を，建物価値を継承しながら第一
ホールは建て替え，それ以外は既存躯体を残した全面改修
をすることとしています。
　今後，現代の利用ニーズに対応できる舞台機能を確保
し，文化芸術都市・京都における文化の殿堂にふさわしい
ホールとなるよう再整備に取り組んでまいります。
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63

　京都会館の第一ホールが建て替え
られることで，より良いものが京都
会館の場で見ることができるのであ
れば，それは京都の人々にとって長
期的には絶対に良いことだ。

1

　５０年を超える京都会館の歴史の中で，様々なジャンル
の公演が行われてまいりました。
　現在，特に第一ホールについては舞台が狭く，舞台内高
さが低いといった利用者からすれば使いにくい舞台であ
り，求められる舞台機能が高度化するなか，それに対応で
きず，かつて実施されていた様々な舞台芸術が減少してい
るのは紛れもない事実です。
　今回，第一ホールを建て替え，その他は全面改修をする
ことで様々なジャンルの公演が再び可能となる機能を確保
し，加えて実際に御利用いただけるような魅力あるホール
となることを目指し，再整備に取り組んでまいります。

64

　岡崎に住む者としては，京都会館
を再整備するからには中途半端なこ
とはしてもらいたくない。文化レベ
ルのすぐれた芸術の舞台として再生
し誇れる施設となってもらいたい。

1

　京都会館は京都で最大・唯一の文化芸術ゾーンである岡
崎地域のシンボル的な存在として，広く市民の皆様に親し
まれており，再整備は現在の施設を，建物価値を継承しな
がら第一ホールは建て替え，それ以外は既存躯体を残した
全面改修をすることとしています。
　今後，現代の利用ニーズに対応できる舞台機能を確保
し，文化芸術都市・京都における文化の殿堂にふさわしい
ホールとなるよう再整備に取り組んでまいります。

65

　京都会館は，暗くてトイレも古く
てバリアフリーではないし，もう少
し明るい感じで再整備してほしい。
きれいになって，もっと素敵なコン
サートやショーが見られることを楽
しみにしている。

1

　京都会館再整備基本計画では，エレベーターの設置など
によるバリアフリー化，トイレの充実，ホワイエサービス
の充実等を予定しております。
　市民の皆様により快適に鑑賞していただけるよう，再整
備に取り組んでまいります。

番号 市民の皆様の御意見要旨 件数 御意見に対する本市の考え方

66 　見直し案に反対。 7
　岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けて，必要な見直し
であると考えております。

67

　静かな地域の破壊を招くような計
画は即刻中止を希望する。一部の者
だけが利益を得る改悪は，ひとつひ
とつその芽をつみとるべきである。

1

　今回の見直しは，大規模な開発を呼び込もうとするもの
ではなく，基本的な考え方としては，現在の岡崎地域の魅
力を将来に継承するため，都市計画として明確に位置付け
るものです。

68
　京都会館周囲の制限は現状維持す
るべき。

1

　地区計画による高さ制限は，岡崎地域活性化ビジョンの
実現を図るために定めようとするものです。
　現行の１５メートルの高さ制限を基本としつつ，みやこ
めっせや京都市美術館などの既存建物の高さや「京都会館
再整備基本計画」で求められている施設機能の充実に必要
な高さを踏まえ，既存建物を将来にわたり，使い続けられ
るよう施設機能の向上を図りながら，保全・継承するため
に必要な高さを必要最小限の範囲で定めるものです。

２　見直し素案等に反対する御意見

（１）素案全般について（９件）
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69 　見直しに反対する。 3

70
　用途地域の変更を前提とした変更
であると読めるので，用途地域の変
更に反対であるゆえに反対する。

1

71
　優れた景観の岡崎には，劇場，映
画館，演芸場または観覧場の新たな
建設は不要だ。

2

　見直し素案は，広々とした空間など岡崎の魅力を保全・
継承し，既存建物を今後も使い続けるために必要な制度で
あると考えております。本市として，岡崎地域に劇場等を
新たに建設することは考えておりません。

72 　見直しには反対だ。 10

73
　平安神宮や武道館のある地域を第
二種住居地域に指定することには反
対。

6

74

　建築できる建築物の種類は相当多
くなり，ホテル・旅館，ボーリング
場，パチンコ屋，自動車修理工場な
どの建築ができることとなる。市民
の憩いの場として岡崎地域を残して
ほしい。

5

75
　今の閑静な住環境は守っていただ
きたい。

1

76
　特別に変更することなく従来通り
でよい。

1

77

　錦林小学校，岡崎中学校が近くに
あるので，賑わい創出の場所にしな
いで。子供たちの成長の環境を守る
ため，用途地域の変更には反対。

1

78
　カフェ・レストランが増えると商
店街の問題と一緒で死活問題にな
る。

1

（３）用途地域の変更について（３１件）

　岡崎地域の文化・交流拠点としての機能強化や更なる賑
わいの創出を図る特別用途地区の目的と効果を明確にする
ため，冷泉通北側の区域の用途地域を変更し，冷泉通南側
と同じ用途地域である第二種住居地域とすべきと考えてい
ます。
　また，岡崎地域活性化ビジョンにおいて，武道センター
や平安神宮を含む岡崎地域一帯が連携して，文化・交流
ゾーンとしての機能強化，更なる賑わいの創出を図るべき
地域とされていることから，既に冷泉通南側について指定
されており，店舗や事務所等の混在を許容しつつ主として
住環境を保護する必要のある地域に指定する「第二種住居
地域」とすることが，当該地にふさわしい用途地域であ
り，そのうえで，劇場や展示場等現に立地している文化交
流施設のみを特別用途地区で緩和することで，当該地の文
化交流ゾーンとしての都市計画上の位置付けも明確になる
ものと考えています。
　なお，今ある岡崎地域の「優れた都市景観・環境の将来
への保全・継承」等を都市計画制限等の見直しの目的とし
ており，用途地域の変更により新たな大規模施設を誘致し
ようとするものではありません。
　また，平安神宮のある街区については，地区計画の指定
により，ボーリング場等の娯楽施設，パチンコ屋等の遊戯
施設等の制限する用途を定めています。

　見直し素案は，広々とした空間など岡崎の魅力を保全・
継承しつつ，文化・交流機能の強化による更なる賑わいの
創出を図るものです。既存建物の老朽化が進む岡崎におい
て，現在の雰囲気を将来にわたり，引き継ぐためにも，必
要な制度であると考えております。

（２）特別用途地区の指定・特別用途地区建築条例の制定について（６件）
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79

　岡崎通東側を第二種住居地域に指
定することは，パチンコ等をよびこ
み，閑静な住環境の破壊や想定外の
治安の悪化を招くもので，認めるこ
とはできない。

6

　冷泉通北側の岡崎通東側沿道については，店舗，飲食
店，医院，事業所が５割以上を占めており，既に第二種住
居地域に指定されている冷泉通南側岡崎通沿道と同様の土
地利用の現況となっています。このような状況も踏まえ，
岡崎通沿道については専用住宅を主とした「住居専用地
域」ではなく，店舗や事務所等の混在を許容しつつ主とし
て住環境を保護する必要のある地域に指定する「第二種住
居地域」とすることが，都市計画上ふさわしいものと考え
ています。
　なお，岡崎通東側については，間口の狭い敷地が多く，
また，岡崎道から２５メートル以上東側はホテル等が立地
できない第一種中高層住居専用地域となっていることか
ら，大規模な敷地が必要なホテル等が立地する可能性は低
いと考えられ，既に「第二種住居地域」となっている冷泉
通南側について，現にそのような土地利用の状況は見られ
ません。また，マージャン屋，パチンコ屋等の風俗営業に
ついては，風営法に基づく京都府の条例により，立地が出
来ない地域となっています。

80

　岡崎地域の景観を守るため，高さ
制限は必要であり，地区計画で高さ
を緩和することは，良好な景観を壊
すことになるので反対である。

10

81

　現行の高さ制限１５メートルは京
都市が自ら決めたことで自ら守るべ
きであり，地区計画によって高さ制
限を引き上ることは反対。

9

82 　地区計画の指定に反対。 8

83
　建物の高さに合わせて高さ規制を
緩和していては，高さ規制の意味が
無い。

1

84

　地区計画の指定では，特例許可制
度のように，周辺住民への説明会の
開催や景観審査会への意見聴取等の
手続は不要であり，「地域の特性に
合わせたきめ細やかな高さの規定」
を定めようとする「新景観政策」に
明らかに逆行するものである。安易
に地区計画の指定に頼るのではな
く，特例許可制度の利用を考えるべ
きである。

8

　岡崎地域については，わが国有数の文化・交流ゾーンで
あり，そこに立地する既存建物は，広く市民にとっても大
変重要です。
　さらに建物と広々とした空間とが織りなす岡崎ならでは
の都市景観を形成しており，これらはまさに市民にとって
掛け替えのない財産です。このように岡崎地域そのもの
が，市民的財産であり，都市の宝であるからこそ，建物ご
との個別の許可制度ではなく，地区計画制度を活用し，
しっかりと都市計画に位置付けることとしたものです。
　なお，今回適用する地区計画制度では，特例許可と同様
に，周辺住民への説明会の開催(8月6日,9日実施済)や美観
風致審議会への意見聴取等の手続を行い，更には，都市計
画法の規定に基づき，地区計画の原案の公告・縦覧，案の
公告・縦覧と意見書の受付，都市計画審議会における審議
を経て決定する必要があります。

（４）地区計画の指定について（５８件）

　平成１９年に実施した新景観政策において，歴史的建造
物や山並みなどとの調和を図るため，都心部から山すそ部
に行くに従って建物の高さを低くすることを基本に，広く
市街地の高さ制限の引き下げを行いました。一方，一律的
な高さ制限だけでは，都市の硬直化を招き，活力ある都市
の形成が困難になることから，総合的・計画的な配慮がな
されたものについては地区計画制度により特例を認める制
度を設けています。
　岡崎地域については，わが国を代表する文化・交流ゾー
ンとして，そして高いデザイン水準を有する既存の建物と
広々とした空間や水と緑が一体となった素晴らしい都市景
観，都市環境を有し，まさに市民の財産です。そのため，
岡崎地域においては，１５ｍの高さ規制を基本とし，既存
建物を将来にわたり，使い続けられるよう施設機能の向上
を図りながら，保全・継承するために必要な高さを地区計
画制度を活用し，最小限の範囲で定めることとしたもので
す。
　これにより，市民の財産ともいえる岡崎地域の素晴らし
い都市機能や都市景観を将来に継承していく所存です。
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85
　京都会館の改修のための高さ制限
の引き上げに反対。改修により周辺
も含めた景観が損なわれる。

7

86

　地区計画案では，京都会館の高さ
を３１メートルに引き上げることを
前提にしている。京都会館の改築に
当たっての高さ制限の引き上げには
反対だ。

6

87
　全地区において現行の１５メート
ルの高さ制限を堅持すべき。

2

88
　地区計画の高さ制限は現状の高さ
までとすべき。

2

　新景観政策では，三山，歴史的建造物，歴史的町並みへ
の配慮をしつつ，良好な景観形成，市街地環境の整備，都
市機能の充実の観点から，大きなまとまりのある区域ごと
に高さを定めるとともに，地域の拠点となる地区や大学，
病院など特に都市機能上の配慮が求められる地区について
は，それぞれに必要な高さを定めています。
　新景観政策では，岡崎地域を含む鴨川東側の地域全体と
して，東山の山並みや歴史的な建造物と調和した良好な町
並み景観の形成に向けて，大きなまとまりのある区域ごと
の高さ規制として１５メートルに設定しています。
　岡崎地域は，岡崎地域活性化ビジョンの策定を踏まえ，
現在の良好な景観を維持・継承するために，１５メートル
を高さ規制の基本とするとともに，文化・交流ゾーンとし
ての施設機能の向上を図る観点を踏まえ，地区計画を活用
し，土地利用や建物配置，高さ，形態意匠など総合的な配
慮をした中で，きめ細かく必要最小限の範囲で高さを定め
ております。

89
　京都会館の建て替えに支障となる
高さ規制をクリアするための地区計
画策定は本末転倒である。

2

　現行の１５メートルの高さ制限を基本とし，将来にわた
り，使い続けられるよう施設機能の向上を図りながら，既
存建物を保全・継承するために必要な高さを地区計画制度
を活用し，最小限の範囲で定めることとしたものです。
　また，地区計画では，高さの最高限度だけでなく，敷地
面積の最低限度や壁面位置の制限を定めるとともに，風致
地区特別修景地域の指定により，街区単位での建ぺい率
を，現状を踏まえ，２０％から４０％までの範囲で定めて
います。これらの制度の活用により，敷地内だけでなく，
道路や琵琶湖疏水からも，空間の広がりを未来に継承でき
るものと考えております。
　地区計画は，街区単位できめ細かな市街地像を実現して
いく制度であり，用途地域等と合わせて活用されるもので
あり，検討しております地区計画については，この制度の
趣旨に合致するものと考えております。

90
　岡崎地域は東山を借景にした今の
ままでよい。賑わいのための地区計
画は必要ない。

2

　見直し素案では，広々とした空間など岡崎の魅力を保全
継承しつつ，文化・交流機能の強化による更なる賑わいの
創出を図るものです。既存建物の老朽化が進む岡崎におい
て，現在の雰囲気を将来にわたり，引き継ぐためにも，地
区計画を活用することが必要であると考えております。

　地区計画による高さ制限は，岡崎地域活性化ビジョンの
実現を図るために定めようとするものです。現行の１５
メートルの高さ制限を基本としつつ，みやこめっせや京都
市美術館などの既存建物の高さや「京都会館再整備基本計
画」で求められている施設機能の充実に必要な高さを踏ま
え，既存建物を将来にわたり，使い続けられるよう施設機
能の向上を図りながら，保全・継承するために必要な高さ
を必要最小限の範囲で定めるものです。
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91

　かなり厳しい計画である。敷地か
らの距離が大きすぎ。カフェとかで
きないのではないか。デザインは今
のものを残すことだけ考えたら新し
い創造ができない。岡崎地域で新し
い創造ができなくてどうするのか。
京都市の考えは厳しすぎて都市の発
展をさまたげる。

1

　岡崎地域については，わが国を代表する文化・交流ゾー
ンとして，そして高いデザイン水準を有する既存の建物と
広々とした空間や水と緑が一体となった素晴らしい都市景
観，都市環境を有し，まさに市民の財産であることから，
地区計画制度の活用により，優れた都市景観・環境の保
全・継承や更なる賑わいの創出を図ってまいります。
　現在の広々とした空間の継承を行ううえでも，高さ制限
の緩和に合わせて，壁面位置の制限等が必要と考えており
ます。

92

　今の緑は多すぎる。岡崎公園はも
う少し狭くして広場のようにすべき
である。管理もまともにできないの
だから，違う公園の雰囲気でデザイ
ンすべきである。

1
　岡崎地域活性化ビジョンでは，魅力あふれる公園づくり
を掲げております。いただいた御意見につきましては，今
後ビジョン推進に当たっての参考にさせていただきます。

93
　現在の風致地区第５種地域の指定
のままで良い。

1

　特別修景地域は，現在６１の地域で指定されており，地
域の特性に応じた規制を行っています。岡崎公園一帯の地
域を，今回新たに指定することにより，この地域の優れた
都市景観を今後も保全継承してまいります。

94

　地域の活性化と，けばけばしいま
ちにすることとは根本的に異なり，
岡崎地域に賑わいなどの“発展”は
ふさわしくない。岡崎地域活性化ビ
ジョンを練り直せ。

2

95

　「このままの岡崎であってほし
い」，「魅力は再開発によって生ま
れない」というのが説明会での共通
の意見であった。私もそう思う。本
来の岡崎地域の魅力を光らせる方向
とは相入れない。

1

96

　閑静な地域であり住環境に適して
いるので，夜の賑わい等は不要であ
り，ライトアップはやめてほしい。
チャラチャラした飲食店がくると折
角の風情が台無しになる。

2

　岡崎地域活性化ビジョンに掲げる方策の一つである「多
くの人々が訪れたくなる新たな賑わいの創出」の中に，そ
の具体策として夜の魅力創出を掲げておりますが，閑静な
住宅地に賑わいを呼び込もうとするものではなく，夜間開
館する文化・交流施設等を岡崎にふさわしい「あかり」で
結ぼうとするものです。
　当然深夜を想定するような取組ではございません。

（５）風致地区特別修景地域の指定について（２件）

（７）歴史的風致維持向上計画の変更について（０件）

（６）屋外広告物規制区域の種別の変更について（０件）

　岡崎地域活性化ビジョンについて（７件）

　岡崎地域活性化ビジョンでは，岡崎地域の優れた都市景
観・環境を将来へ保全・継承することを大きな目的に掲げ
ており，けばけばしいまちを目指すものではありません。
　今後も，官民様々な主体が連携しながら，今ある岡崎の
良さを生かしつつ，岡崎にふさわしい魅力づくりに取り組
んでまいりたいと考えております。

14 / 28 ページ



97

　本当の京都の良さを分かっている
のか。ＭＩＣＥを中心とした外国人
の受入れの器をつくる必要がない。
ありのままの京都を京都市は守るべ
きだ。

1

　岡崎地域活性化ビジョンは，多くの方々に愛されている
岡崎地域の優れた都市景観・環境を将来へ保全・継承しつ
つ，文化・交流ゾーンとしての機能強化と更なる賑わい創
出を目的として，５０年後，１００年後を見据え長期的な
見地に立って策定されたものです。
　今の地域特性や資源を生かしながら，その結び付きや連
携を強めることで地域全体の魅力を向上させ，市民をはじ
め「世界の人々が集いほんものに出会うまち『京都岡
崎』」の実現に向け，今後とも，官民様々な主体で連携し
ながら取り組んでまいります。

98

　岡崎公園一帯での野外飲食店など
営利目的の行為は行わず，現在の京
都らしさ，岡崎らしさを守ってほし
い。

1

　岡崎地域活性化ビジョンでは，地域の課題の一つとして
「憩い，交流・滞留する機能の不足」があげられていま
す。歩いて楽しい岡崎地域に必要な機能として，周辺の景
観と調和したカフェ・レストランなど，岡崎地域にふさわ
しい憩いの空間と賑わいの創出を方策の一つとして掲げて
おります。

99

　京都会館については，その文化
的・建築的価値より，音響効果の改
善等の修繕にとどめ，建て替え・高
層化計画は撤回すべき。手続的には
原状を保全する案を含めて，十分に
市民の意見を聞くべきであり，拙速
であってはならない。

6

　５０年前に建てられた京都会館は老朽化に加え，現行の
耐震規定やバリアフリー，避難・防火規定といった現行法
規定に適合しておらず，また，舞台機能そのものが現代の
利用ニーズに適合していない状況にあるため，舞台面積の
拡大や舞台内高さを上げるなど，建物全体を見据えた抜本
的な対策が必要です。
　京都会館の再整備に当たっては，平成１４年度の耐震調
査以降，これまで９年間にわたり様々な取組を進めてきた
結果，基本計画策定に至ったもので，決して拙速に進めて
いるわけではございません。
　今後，現代の利用ニーズに対応できる舞台機能を確保
し，文化芸術都市・京都における文化の殿堂にふさわしい
ホールとなるよう再整備に取り組んでまいります。

100

　京都会館第一ホールの建て替え
は，地下を掘り下げることとし，地
上部の高さ１５メートル以下にして
ほしい。

3

　今回の再整備計画に当たっては，舞台機能そのものが現
代の利用ニーズに適合していない状況にあるため，舞台面
積の拡大や舞台内高さを上げるなど，音響だけでなく建物
全体を見据えた抜本的な対策が必要で，第一ホールのみ建
て替え，残る部分は既存躯体を残した全面改修を行うこと
としています。
　その中で，第一ホールについて，必要な舞台内高さを確
保しつつ，建物高さを１５ｍ以下に設定しようとする場
合，舞台面は地上から１５ｍ以上掘り下げた位置に設置す
る必要があります。
　こうした場合，現在の敷地内で機材を搬出入するのに必
要な車路を確保することができず，また，昇降機を用いて
搬出入作業をしたとしても設置と維持管理に多額の費用を
要し，その結果使用料に反映されることや，既存部分との
動線確保ができないことなど現実的ではありません。

　京都会館再整備について（２３件）
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101

　京都市は，第一ホールはすべて建
て替え，他は全面改修する案(改修案
B)を白紙撤回し，京都会館の建物の
価値を含め，公表されていない京都
会館機能改善可能性調査結果等，広
く情報提供したうえで，更なる説明
会や意見募集の機会を設けるべきで
ある。

2

　京都会館の再整備に当たっては，平成１４年度の耐震調
査以降，御意見にもありますように，これまで９年間にわ
たり様々な取組を進めてきました。
　平成１８年１２月に京都会館再整備検討委員会から出さ
れた「京都会館再整備の基本的な方向性に関する意見書」
におきましては，Ａ案（地上躯体部分の増築なしの改修）
又はＢ案（舞台部分等を拡張する改修）を中心に今後詳細
な再整備の構想・計画を立案していくべきと記載されてい
ますが，続けて，Ｃ案（建替え）を支持する意見が複数
あったことも踏まえて検討していくことが期待されてお
り，今回の計画策定はこの方向にのっとったものです。
　本市といたしましては，必要に応じて舞台芸術関係者や
プロモーター，利用団体などの意向調査を行い，再整備の
検討を進めてまいりました。
　そのうえで，本年６月２３日に再整備基本計画の策定に
至りました。
　建物価値の継承に関する検討につきましては，有識者の
御意見をいただきながら慎重に設計を進めてまいります。

102
　この見直し素案の前提となってい
る京都会館再整備基本計画の見直し
を求める。

2

　京都会館の再整備に当たっては，平成１４年度の耐震調
査以降，これまで９年間にわたり様々な取組を進めてきま
した。
　そのうえで，本年６月２３日に再整備基本計画の策定に
至りました。
　基本計画の策定に当たっては，これまでに実施した内部
検討の結果を踏まえ，ハード面はもちろんのこと，ソフト
面を十分に検証いたしました。
　また，基本計画策定までの取組において，舞台芸術関係
者や利用団体などに意見聴取を行い，これまでに行ってき
た利用者やプロモーターの意向調査の結果と合わせて必要
とされる舞台規模を検証したものです。
　建物価値の継承に関する検討につきましては，有識者の
御意見をいただきながら慎重に設計を進めてまいります。

103

　オペラハウス建設に反対。オペラ
を見るのはほぼ富裕層だけで，一般
市民には馴染みがない。今一度，あ
の建物の建築的価値と京都の舞台芸
術界の勉強をし直してほしい。

2

　今回の京都会館再整備の前提として，昨年末以来の報道
にあったような「オペラ専用ホール」とするようなことは
ありません。
　従来の多目的ホールとしての位置付けを前提としつつ，
その中で様々な舞台芸術が公演され，市民の皆様に鑑賞し
ていただく機会を提供できるよう，再整備に取り組んでま
いります。
　京都会館は５０年以上にわたって「質の高い文化芸術作
品の鑑賞の場」，「市民の皆様が文化芸術活動を発表する
場」として親しまれてまいりました。今後，現代の利用
ニーズに対応できる舞台機能を確保し，文化芸術都市・京
都における文化の殿堂にふさわしいホールとなるよう再整
備に取り組んでまいります。
　オペラにつきましては，他都市では子どもの鑑賞教育を
実施したり，安価な席を設けたりなど，様々な工夫をされ
ていますので，京都会館で実施する場合には十分に検討し
てまいります。
　また，建物価値の継承に関する検討につきましては，有
識者の御意見をいただきながら慎重に設計を進めてまいり
ます。
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104

　京都会館第一ホール部分を高く改
築することを前提に高さ制限を上げ
ているが，そもそも京都会館の外観
の大幅な変更を伴う改築は，現在の
建物の価値を壊してしまうことにな
り，前川國男の貴重なモダニズム建
築を破壊することになる。

2

　京都会館が近代建築物として高く評価されていることは
十分に認識しておりますが，市民公共のためのホールであ
る以上，その時代に合った機能が整備されませんと建物と
しての活用も維持も困難になります。
　今後の再整備において，建物価値継承に関する検討は，
有識者の御意見をいただきながら慎重に設計を進めてまい
ります。

105

　今回の見直し素案では，京都会館
の建て替えにかかわる「基本計画」
も，こうした一連のものであり問題
である。京都会館の歴史的価値に
とっても，逆行する高さ制限の緩和
は，どんな理由をつけても全く合理
性のないものである。ところが，い
ずれの「説明会」も，詳細な経過や
根拠の資料は，極めてずさんで，隠
していると取られてもしかたない対
応であった。さらに説明も，まとも
に答えられていないことが多く，そ
れにもかかわらず時間がきたらそれ
で終了とするなど，説明をしたとい
う「形」だけを残そうとしているの
ではないか。

1

　京都会館の再整備に当たっては，平成１４年度の耐震調
査以降，これまで９年間にわたり様々な取組を進めてきま
した。
　また，再整備基本計画の策定に当たっては，平成２３年
１月から２月にかけてパブリックコメントを行ったうえ
で，本年６月に基本計画の策定を市民の皆様にお知らせす
るに至りました。
　高さについては，第一ホールを建て替えて舞台面を地上
付近に設定したとしても，現代の利用ニーズに合わせた
ホールを目指した場合，舞台内高さが２７メートル必要に
なり，基本計画では約３０メートルの高さが必要になるこ
とを示しております。
　建物価値の継承に関する検討につきましては，有識者の
御意見をいただきながら慎重に設計を進めてまいります。

106

　安易な商業主義による京都会館の
改修(ほとんど建替え)計画は後世の
市民に対して負の遺産を残すことに
なる。同時期に竣工している東京文
化会館の事例をなぜ見習えないのか
疑問。もしも京都市にオリジナルを
出来る限り残すという方針や，第一
ホールを使い勝手のよいものにする
というしっかりした考えがあるので
あればそれを基本とした設計コンペ
を行い，よい案を内外から広く集め
るべき。

1

　京都会館の再整備に当たっては，平成１４年度の耐震調
査以降，これまで９年間にわたり様々な取組を進めてきま
した。
　決して安易な商業主義によるようなものではなく，京都
市民にとって非常に大切な京都会館をいかにして現代の
ホールとして甦らせるかを真剣に考え，今回の基本計画策
定に至ったものです。
　また，京都会館の建物価値を大切にするからこそ，現代
のホールに必要な機能を確保するため，第一ホールのみを
建て替え，それ以外の部分は既存躯体を残した全面改修と
する方針としています。
　東京文化会館と京都会館は設計者が同じとはいえ，東京
文化会館では舞台の上部空間にフライタワーが当初から設
けられるなど，施設の前提が異なっており，一概に東京文
化会館の改修事例のすべてを参考にするわけにはいきませ
んが，建物価値の継承に関する検討につきましては，有識
者の御意見をいただきながら慎重に設計を進めてまいりま
す。

107
　京都会館を再整備するのであれ
ば，他の場所（岡崎公園以外）に新
たに建設すべき。

2

　京都会館は，京都で最大・唯一の文化芸術ゾーンである
岡崎地域のシンボル的な存在として，広く市民の皆様に親
しまれており，より一層の活用を図っていくため，現地で
の整備を前提としています。
　再整備は現在の施設を，建物価値を継承しながら第一
ホールは建て替え，それ以外は既存躯体を残した全面改修
をすることとしています。
　今後，現代の利用ニーズに対応できる舞台機能を確保
し，文化芸術都市・京都における文化の殿堂にふさわしい
ホールとなるよう再整備を行うことで，市民の皆様の御期
待に添えるよう取り組んでまいります。

17 / 28 ページ



108

　京都会館のこれからについて，何
でも壊して建て直す時代は終わった
ので，取り壊しでなく，現状のリ
フォームで使いやすい建物にするこ
と。現在の市の赤字財政を考えると
多額の出費を市の財政からしている
時ではないので，できれば，ローム
からの基金内で収まる改装費にする
こと。高いオペラを見れるだけの余
裕のある市民は多くないので，オペ
ラをできるようにするには，多額の
費用がかかるならば，オペラは滋賀
県にお願いしてコンサートとバレエ
だけでよいと思う。

1

　改修により建物を使いやすく，かつ寿命を延ばしていく
ことは大切なことです。京都会館についても，建物の価値
を継承しつつ，現代的なニーズに適合するよう第一ホール
のみ建て替え，第二ホールと会議棟は既存躯体を残した全
面改修する計画としています。
　舞台内高さの確保については，オペラのためだけでな
く，幅広いジャンルのプロモーターや舞台利用者から御希
望をいただいているところです。
　オペラにつきましては，他都市では子どもの鑑賞教育を
実施したり，安価な席を設けたりなど，様々な工夫をされ
ていますので，京都会館で実施する場合には十分に検討し
てまいります。

109

　歴史的風致維持向上計画の重点区
域に，岡崎公園一帯も含めるのであ
れば，京都会館解体は行わず，保
存・活用の方針に回帰すべきだ。

1

　５０年前に建てられた京都会館は老朽化に加え，現行の
耐震規定やバリアフリー，避難・防火規定といった現行法
規定に適合しておらず，また，舞台機能そのものが現代の
利用ニーズに適合していない状況にあるため，舞台面積の
拡大や舞台内高さを上げるなど，建物全体を見据えた抜本
的な対策が必要です。
　今回の再整備は現在の施設を，建物価値を継承しながら
第一ホールは建て替え，それ以外は既存躯体を残した全面
改修をすることとし，御意見にある「市民が，POP'sや演歌
のコンサート，舞台芸術，学校の発表会，講演会など気軽
に文化に触れあうことのできる京都会館」の価値をさらに
向上させるもので，岡崎地域の魅力向上にもつなげていけ
るよう取り組んでまいります。
　また，近代建築の改修・活用の新たな手本となるよう，
再整備を進めてまいります。

番号 市民の皆様の御意見要旨 件数 御意見に対する本市の考え方

110
　岡崎地域は東山を借景にした今の
まま維持して欲しい。

2
　今回の見直しでは，広々とした空間など岡崎の魅力を保
全・継承しつつ，文化・交流機能の強化による更なる賑わ
いの創出を図ることとしております。

111
　中心にあるべき存在は平安神宮で
あり，このことを根底に地域を考え
るべきである。

1

　今回の見直し素案では，平安神宮をはじめ，京都会館，
みやこめっせなどが立地する地域をコアゾーンとして，特
別用途地域や地区計画の指定などの必要な都市計画制限等
の見直しを行い，岡崎地域の文化・交流拠点としての機能
強化や更なる賑わいの創出を図ることとしております。

112
　この街の良さを無くさない都市計
画になることを願う。

1
　現在の岡崎地域の魅力を将来に継承するため，都市計画
として明確に位置付けてまいります。

113
　岡崎界わいの発展もいいが，どこ
も同じ環境をつくらないようにして
ほしい。

1

　日本を代表する文化・交流ゾーンである岡崎地域につい
て，その魅力を生かしながら，更なる賑わいの創出を図る
ことができるよう，必要な都市計画制限等の見直しを行っ
てまいります。

（１）素案全般について（８件）

３　御提案その他の御意見
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114
　京都の景観を守るため高さ制限は
必要である。

1

　新景観政策では，三山，歴史的建造物，歴史的町並みへ
の配慮をしつつ，良好な景観形成，市街地環境の整備，都
市機能の充実の観点から，大きなまとまりのある区域ごと
に高さを定めるとともに，地域の拠点となる地区や大学，
病院など特に都市機能上の配慮が求められる地区について
は，それぞれに必要な高さを定めています。

115
　規制をもっと緩めることであれば
賛成。

1

116
　現状は全ての規制が厳しすぎるの
で，特区に指定し，規制緩和するこ
と。

1

117
　制限または緩和する用途・規模，
目的等を具体的に示してほしい。

1

118

　何の規制を制限し，何の規制を緩
和するのか，それで何を目指し，そ
の結果どう変わるのかが具体的に示
されていないので，意見のしようが
ない。

1

119

　市はどうして用途地区の変更を行
うのか，住民に説明が必要である。
住民に十分な時間を与えて，意見を
聞き入れてほしい。

2

　市民意見募集や，２回の説明会において，市民の皆様の
御意見をお伺いする機会を設けており，更には今後も都市
計画法の規定に基づき市民の皆様の御意見をいただくこと
としております。

120

　Ａ地区西南角の現バス駐車場用地
の「公共空地」を，「公共緑地」に
指定し，歩行者専用の緑地とすべ
き。

2

121
　C地区全部，B地区の公園，D地区の
子どもの広場も公共空地に指定して
ほしい。

1

　見直し素案の目的は，「優れた都市景観・環境の将来へ
の保全・継承」，「世界に冠たる文化・交流ゾーンとして
の機能強化」，「更なる賑わいの創出」を図ることであ
り，京都会館(劇場・映画館・演芸場)，みやこめっせ(展示
場)，岡崎グラウンド(観覧場)，岡崎地下駐車場の既存建物
を緩和することとしております。
　なお，制限する用途は住宅系，福祉系，娯楽系などの用
途で，地区計画で定めることとしております。

（２）特別用途地区の指定・特別用途地区建築条例の制定について（２件）

（４）地区計画の指定について（８件）

　今回の見直しは，特別用途地区の指定や用途地域の変更
によって，建築可能な用途を広げる一方で，地区計画や風
致地区特別修景地区の指定，更には屋外広告物規制の強化
など，規制を強化する内容を盛り込んでいます。
　なお，特区申請については，関係部署にお伝えいたしま
す。

　今回地区計画で位置付けようとする公共空地について
は，現在観光駐車場として利用している敷地であり，今後
も建物敷地として利用しないことを明確にするため指定し
ようとするものです。
　緑地の確保については，都市公園に指定されている区域
はもちろんのこと，京都会館などの建築敷地についても，
風致地区の規制，とりわけ今回見直し素案の一つとしてお
示ししている緑地率の一部強化により，十分な緑地が確保
できるものと考えており，地区計画での緑地指定について
は予定していません。

（３）用途地域の変更について（２件）
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122

　建築物等の用途制限について，全
地域において，素案に掲げる居住施
設等に加え，旅館・ホテル等の宿泊
施設も制限用途に加えるべきであ
る。なお，用途制限に除外規定を設
けるべきではない。

2

　見直し素案では，地区計画の用途の制限において，ホテ
ル・旅館については，制限用途に加えていませんが，本市
として，岡崎地域にホテル・旅館を新たに建設することは
考えていません。
　Ａ地区については，住宅系用途の除外規定を設けていま
すが，これは，現在丸太町通に面して平安神宮の寄宿舎が
立地しており，一般に寺社仏閣には庫裏等の住宅機能が求
められるため，Ａ地区のうち冷泉通に面する敷地を除き，
住宅機能の立地を認めようとするものです。

123
　高さ規制を緩和し，法勝寺八角九
重の塔の再現を。

1

　岡崎地域については，わが国を代表する文化・交流ゾー
ンとして，そして高いデザイン水準を有する既存の建物と
広々とした空間や水と緑が一体となった素晴らしい都市景
観，都市環境を有し，まさに市民の財産であることから，
地区計画制度の活用により，優れた都市景観・環境の保全
継承や更なる賑わいの創出を図ってまいります。
　なお，法勝寺の件については，岡崎地域活性化ビジョン
に沿うものではないため，今回の素案から外させていただ
いています。

124

　デザイン規制を街区ごとに今ある
デザインをベースに考えるに当た
り，もっと自由度を高め，これから
の建築家達にデザインの提案をして
もらうというのも大事ではないか。

1

　形態及び意匠の基準は，地区計画に定められた基準によ
るものとしています。この中で一定のデザインの方向性は
示されていますが，細部にわたり拘束しているものではな
く，自由度の高い設計や提案は十分に可能ではないかと考
えております。

125

　岡崎活性化ビジョンにおいて，疎
水沿いの景観を楽しみながら回遊す
る構想が描かれているが，京都会館
の高さや意匠にかかわって，疎水沿
いから見た場合に，通行人に対し，
現状よりも少しでも圧迫感を与える
ようなものについては，高さ・デザ
インとして認めるべきではないと，
明文化して規制すべきである。

1

　地区整備計画に定める建築物等の形態又は色彩その他意
匠の制限につきましては，現状の岡崎地域の優れた都市景
観の保全・継承を図ることを目的として定めており，地区
ごとの特性や中心となる建物と調和することとして，建物
の用途や高さ，壁面位置などとともに，総合的に配慮がな
されるように基準を定めています。
　また，京都会館など具体の計画について，当該基準に基
づく手続を行うに当たっては，京都市美観風致審議会の意
見を聴取してまいります。

126

　現状の建ぺい率と緑被率が示され
ていないため，現状より厳しいのか
緩和されているのか判断できない。
疏水を敷地に取り込んでいる分，建
ぺい率も低くなっているはず。疏水
面積を外した数値も示すべきであ
る。

1

　街区単位の緑地率や建ぺい率については，少なくとも現
在の各街区内の緑地や空地を確保することを目的として，
現況を基に設定していますので，現況よりも緩和している
ものではありません。
　今回，素案で示した街区単位の建ぺい率や緑地率は，道
路や疏水を除いた街区面積に対する割合としています。
　なお，風致地区条例では，樹木の投影面積に基づく緑被
率ではなく，一定の樹木が存する緑地の面積に関する割合
により規制しています。

127

　風致地区指定を吉田地区まで拡大
することには反対。左京区旧庁舎を
売却して近代化遺産をなくしておい
て，風致地区指定とは理解ができな
い。

1

　今回は，現在風致地区に指定されている岡崎公園一帯の
地域を特別修景地域に指定するものであり，新たに風致地
区を拡大するものではありません。吉田地域につきまして
は，従前より，風致地区もしくは美観地区に指定されてお
ります。
　なお，歴史的風致維持向上計画の変更により，吉田地域
を重点区域としますが，この拡大は，新たに規制を行うた
めのものではありません。当該地域を新たに重点区域に加
えることによって，国の支援を受けながら，歴史的建造物
の保全等の取組を推進することが可能となることから拡大
するものです。

（５）風致地区特別修景地域の指定について（２件）
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128

　祝祭空間であるコアの部分につい
ては，ハレの日のしつらいや屋外
アートと，看板規制のメリハリをつ
けてほしい。

3

　岡崎地域活性化ビジョンで示されたコアゾーンのうち建
築敷地の大半は屋外広告物の「禁止区域」の指定をしてい
ますが，国や地方公共団体などが公共目的のために表示す
る広告物や各施設の管理者の承諾を得て表示する自家用の
広告物などは，表示可能です。
　本地域における屋外広告物の表示については，岡崎地域
の素晴らしい景観との調和を基本に，文化交流ゾーンとし
ての情報発信や賑わいにも考慮してまいります。

129
　屋外広告物はきびしすぎる。きび
しくすればよいというものではな
い。

2

130

　屋外広告の規制を入れることで，
いかにアピールをするか。工夫を凝
らすことにもつながり，他の都道府
県にはない京都らしい広告を出して
いくことができると思う。ただ，規
制ばかりをするのでは，自由な表現
や新しい発想等も生まれにくくなる
のではないか。地域活性化のために
は地元の方の意見も重要となるの
で，規制をするだけではなく，どう
いうものなら可能なのか，明確なほ
うが理解してもらいやすいかと思
う。

1

131

　岡崎，南禅寺地区にあるラブホテ
ル全般を対象にした広告物規制区域
を作らないと，岡崎，南禅寺地区の
雰囲気が良くないと思う。せめて，
瓢亭や竹茂楼の周辺だけでも同じよ
うに歴史遺産型第２種地域に変更し
ていただけたらと思う。

1

132

　屋外広告物規制区域の変更地域を
広げて欲しい。A地区及びC地区の東
側も規制区域に指定して欲しい。肝
心のラブホテルが規制の対象になっ
ていない。

1

133
　屋外広告物の規制をなくすのに大
賛成。

1

　今回の見直しは，岡崎地域活性化ビジョンの中で，琵琶
湖疏水や庭園群を保全・修景すべき文化的景観と位置付け
ており，コアゾーンと東山山麓を結ぶ地域の市街地景観や
歴史的環境の保全・継承を図るため，現在の第２種地域か
ら歴史遺産型第２種地域へ種別を変更し，規制を強化する
ものです。

　今回の見直しは，岡崎地域活性化ビジョンの中で，琵琶
湖疏水や庭園群を保全・修景すべき文化的景観と位置付け
ており，コアゾーンと東山山麓を結ぶ地域の市街地景観や
歴史的環境の保全・継承を図るため，現在の第２種地域か
ら歴史遺産型第２種地域へ種別を変更し，規制を強化する
ものです。
　今回の種別変更に伴い，当該地域の屋外広告物について
適切な指導を行ってまいります。
　なお，歴史遺産型第２種地域の更なる区域の拡大につき
ましては，今後の課題として検討してまいります。

（６）屋外広告物規制区域の種別の変更について（９件）

　屋外広告物は，都市の良好な景観形成に大きな影響を与
える重要な要素であり，優良な屋外広告物による美しい品
格のある都市景観を形成するため，屋外広告物規制を設け
ています。市民や事業者の皆様の御理解と御協力をよろし
くお願いいたします。
　種別変更に伴う屋外広告物の基準の変更点については，
丁寧に説明等に努めてまいります。

21 / 28 ページ



134
　歴史的風致維持向上計画はどのよ
うなメリットがあるのかよく分から
ない。

2

135

　A地区（平安神宮），B地区（京都
会館），D地区（みやこめっせ，図書
館，美術館），E地区（京都市美術
館）等は，現状のままで良い。F地区
（動物園）は，昔は子どもの遊戯施
設や飲食店等があったが，少子化に
より自主的に廃止になったと思うの
で，特に考慮する必要は無いと思
う。

1

136

　古いものをなんと考えているのか
わけが分からない。ヨーロッパの国
のように歴史的なものを守るという
事をもっと見習ってほしい。勉強が
足りない。役所にいるのは月給泥棒
といわれて仕方がないのではない
か。

1

137
　内容がよく分からないが，規制強
化であれば反対。

1

　歴史まちづくり法は，歴史的風致を維持向上させる市町
村の取組を支援するための法律であり，重点区域を設定す
ることによって新しく規制が発生するものではありませ
ん。
　なお，所有者の同意を得て市長が指定を行う歴史的風致
形成建造物制度の指定を受けた建造物については，修理等
に対する支援制度を活用しながら，保全をしていただくこ
ととなります。

138
　岡崎グラウンドは広域避難所とし
て確保すべきであり，大規模商業施
設やホテルを建てないでほしい。

9

139

　岡崎グラウンド（Ｃ地区）が周辺
の雰囲気や施設と合っておらず，ス
ポーツをする場所というのがどうし
ても雰囲気を壊しているような気が
する。大型商業施設をＣ地区に誘致
するといったことが望ましいのでは
ないか。

2

140
　利用者の少ないグラウンドを廃止
し，国際的な高級ホテルを誘致する
べき。

1

141

　岡崎グラウンドは広域避難場所に
なっており，現在のままではいざと
いう場合，ネットが邪魔になってど
うにもならないので何とかしてほし
い。

1

　歴史まちづくり法は，平成１６年に制定された「景観
法」が主に規制により景観形成を図っていくための法律で
あるのに対し，歴史的風致を維持向上させるための市町村
の様々な取組を支援するための法律として文部科学省，農
林水産省，国土交通省の三省共管で平成２０年に制定され
たものです。
　この法律に基づく「歴史的風致維持向上計画」の中で重
点区域を定めることにより，区域内の取組に国の支援制度
を活用することができることから，本市では既に４地区を
定め，歴史的建造物の保全等の取組を推進しております。
　今回，重点区域に加えることにより，国の支援制度も活
用し，近代建築物等の歴史的な建造物や街路の保全・修景
などの取組を推進することが可能となることから，京都の
中でも特徴ある近代化遺産を生かした歴史まちづくりを推
進してまいります。

（７）歴史的風致維持向上計画の変更について（５件）

　岡崎地域活性化ビジョンでは，策定段階における市民意
見募集の中間まとめにおいても，ビジョンにおいても，岡
崎グラウンドへ大規模商業施設・ホテルを誘致するような
記載はなく，計画もございません。
　また，災害時の広域避難場所としての空間・機能は，引
き続き確保することとしております。
　ビジョンでは，岡崎グラウンドの活用について，豊かな
緑に囲まれた広々としたオープンな空間を大前提に，多彩
なイベントや文化芸術活動，スポーツ・レクリエーション
などを楽しめる交流と創造のスペースや，周辺の景観と調
和した来訪者が憩えるカフェ・レストランなどの賑わいを
創出することなどを検討するとしております。

　岡崎地域活性化ビジョンについて（２１件）
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142

　岡崎グラウンドの活用について，
もっと広く市民に活用できるように
すべきではないか。現在は特定の人
達が独占している。

2
　いただいた御意見につきましては，関係部署にお伝えい
たします。

143

　建造物が増加したり，今より高い
建物が建てられたりしないよう願っ
ている。方策実現に向けた推進組織
の設立に当たっては，岡崎地域に暮
らす方々の意見をよく聞き，その想
いが反映できるようにしてほしい。

2

　ビジョン推進の取組状況については，市民しんぶんや
ホームページにより，市民の皆様へ広く周知を図るととも
に，地域の声を踏まえつつ各種の取組を進めてまいりま
す。
　なお，今年７月に設立された，岡崎地域活性化ビジョン
の推進を担う官民連携組織「京都岡崎魅力づくり推進協議
会」には，地元の自治連合会や商店街組合にも参画いただ
いております。

144

　ライトアップの案があるようだ
が，あまり良いとは思わない。平安
神宮や美術館などが閉まった後，遅
い時間に多くの人が集まると，治安
の面でも気がかりである。どうして
も行うなら，せめて夜の９時までく
らいに時間を限り，ライトも平安神
宮の厳かな空気を壊さない程度のも
のにするなどの配慮をしてほしい。

1

　岡崎地域活性化ビジョンに掲げる方策の一つである「多
くの人々が訪れたくなる新たな賑わいの創出」の中に，そ
の具体策として夜の魅力創出を掲げておりますが，閑静な
住宅地に賑わいを呼び込もうとするものではなく，夜間開
館する文化・交流施設等を岡崎にふさわしい「あかり」で
結ぼうとするものです。
　当然深夜を想定するような取組ではございません。

145

　岡崎地域の文化・交流ゾーンとし
ての位置付けを明確にして，岡崎の
成り立ちからきちんと住民に説明す
べき。

1

　岡崎地域活性化ビジョンでは，岡崎地域の文化・交流
ゾーンとしての成り立ちや歴史について御紹介しておりま
す。岡崎の多様なポテンシャルを踏まえ，官民連携で世界
に冠たる文化・交流ゾーンとしての機能強化を図ってまい
ります。

146
　ビジョンの方策の中に「世界に向
けて魅力・情報を発信する」とある
が，どのようなものか。

1

　岡崎に集積する施設情報や魅力情報を総合的に発信する
「ポータルサイト」の開設などによる多様な情報発信の取
組や，岡崎で展開される催し情報を集約した「イベントカ
レンダー」の開設などにより，優れた地域資源や地域の取
組をつなぎ，魅力を向上させることにより，他にはない岡
崎地域の個性・魅力を構築するとともに，積極的な情報発
信などにより岡崎地域の知名度や集客力の向上を図ろうと
するものです。

147

　グラウンドにカフェなどをつくる
ことは，二条通の商売人にとって営
業妨害になるので，グラウンドはあ
くまで運動する場所であってほしい
と望む。二条通の鴨川にかけての通
りも，もっと活性化を望む。

1

　岡崎地域活性化ビジョンでは，岡崎グラウンドの活用に
ついて，豊かな緑に囲まれた広々としたオープンな空間を
大前提に，多彩なイベントや文化芸術活動，スポーツ・レ
クリエーションなどを楽しめる交流と創造のスペースや，
周辺の景観と調和した来訪者が憩えるカフェ・レストラン
などの賑わいを創出することなどを検討するとしておりま
す。
　なお，地域全体の活性化のためには，行政だけでなく，
商店街，事業者など様々な主体がそれぞれの立場と役割の
中で連携して取組を進めることが必要と考えております。
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148

　京都会館について，老朽化及び機
能の不備であれば，改築もしくは建
て替えになるだろうが，メリット・
デメリットの提示及びその後の使用
料の改定の提示もお願いしたい。

2

　京都会館再整備基本計画においては，第一ホールを建て
替える場合と改修する場合の，二つのケースについて，そ
れぞれ比較検討した結果，第一ホールのみ建て替えて残る
部分は既存躯体を残し，全面改修することとしたもので
す。
　使用料については，今後検討してまいります。

149

　どういう経緯及び理由で「京都会
館再整備基本計画」がまとまったの
かについての計画説明をもう一度き
ちんと開催して頂きたいと思う。

2

150
　どうして伝統ある建物を建て替え
なければならないのか。そうする意
味が分からない。

1

151
　京都会館は，出来る限り原形を残
したまま形で改修を進めるのが良
い。

1

　京都会館は，岡崎地域の町並みを構成するシンボル的な
存在として，広く市民の皆様に親しまれており，再整備は
現在の施設を，建物価値を継承しながら第一ホールは建て
替え，それ以外は既存躯体を残した全面改修をすることと
しています。
　今後，現代の利用ニーズに対応できる舞台機能を確保
し，文化芸術都市・京都における文化の殿堂にふさわしい
ホールとなるよう再整備に取り組んでまいります。

152
　京都会館の建て替え計画は，岡崎
地域活性化のプロジェクトと切り分
け，十分に協議していくべき。

1
　また，京都会館の再整備に当たり，建物価値の継承に関
する検討につきましては，有識者の御意見をいただきなが
ら慎重に設計を進めてまいります。

153

　京都会館改築に際し，諸設備内容
向上のため，投資額は多額になるも
のと思われる。したがって，完成後
のランニングコストにも関係する
が，使用料の設定には十分な配慮が
必要だ。使用料が高額のため稼働日
の減少等により市が財政負担に耐え
切れず閉館に追い込まれないように
お願いしたい。

1

　使用料については，今後検討してまいります。
　また，適切な維持管理によるホールの機能水準を確保す
ることで，様々な公演やその他の催し物が開催されるよう
再整備後の運営体制についても検討してまいります。

154

　京都会館の改築・補修について
は，市民公債のようなものを発行し
て，市民が買って資金を捻出しては
どうか。

1
　いただいた御意見については，今後，検討させていただ
きます。

155

　オペラハウスをロームがするよう
な話もあるが，コンサートホールも
あり，市民が安く利用出来るように
してほしい。

1

　京都会館は再整備後もこれまでと同じ多目的ホールとす
ることが前提であり，「オペラハウス化」ということは考
えておりません。使用料については，今後検討してまいり
ます。

156 　席順を工夫してほしい。 1
　いただいた御意見については，今後，検討させていただ
きます。

　５０年前に建てられた京都会館は老朽化に加え，現行の
耐震規定やバリアフリー，避難・防火規定といった現行法
規定に適合しておらず，また，舞台機能そのものが現代の
利用ニーズに適合していない状況にあるため，舞台面積の
拡大や舞台内高さを上げるなど，建物全体を見据えた抜本
的な対策が必要です。
　このような状況を踏まえ，平成１４年の耐震調査をはじ
めとした９年間にわたる取組の内容を基本計画の中でお示
ししております。

　京都会館再整備について（１３件）

24 / 28 ページ



157

　京都市は，京都会館の建物の価値
を改めて検証されたい。その際に
は，熊本県立美術館をはじめとする
前川圀男設計の建物に現実に比較調
査を実施されたい。そのうえで，少
なくとも以下の４つの建物の特徴
は，京都会館の「建物の価値」とし
て，後世に引き継ぐべきである。
① 周囲に樹木を敢えて植栽し，それ
との高さの調和を意識して設計され
た建物の外観
② 東山と連続するように設計された
ドーム型の屋根形状
③ 巨大な空間構成のホールホワイエ
④ 建物内部と外部を連続的に見せる
広大なガラス張りの仕切壁

1
　京都会館の再整備に当たり，建物価値の継承に関する検
討につきましては，有識者の御意見をいただきながら慎重
に設計を進めてまいります。

158

　京都会館について，安易に建て替
えや全面改修する前に，建物の価値
について具体的に検討し，その内容
を市民に公開したうえで，再度，市
民の意見を募るべきである。

1

　平成１８年１２月に京都会館再整備検討委員会から出さ
れた「京都会館再整備の基本的な方向性に関する意見書」
におきましては，「地上躯体部分の増築なしの改修」案又
は「舞台部分等を拡張する改修」案を中心に今後詳細な再
整備の構想・計画を立案していくべきと記載され，その過
程においては，「建替え」案を支持する意見が複数あった
ことを踏まえて検討していくことが期待されています。
　今回の計画策定はこの方向にのっとったものです。
　今後の再整備における建物価値継承に関しましては，有
識者の御意見をいただきながら慎重に設計を進めてまいり
ます。

159

　岡崎地域活性化ビジョンの実現に
向けた都市計画制限等の見直しは，
市民参加で決めるべきであり，一部
の有識者と言われる方の意見や地元
岡崎の住民とのわずかな話し合い，
また，パブコメや説明会を数回行っ
ただけで，「市民一般の声を聞い
た」と言うのは，あまりに実体を欠
いた言い訳に過ぎない。

4

160

　地元住民だけでなく，京都市民全
体の岡崎地域活性化ビジョン，京都
市再整備計画，都市計画等，全体の
説明会を求める。

1

161

　説明会に参加したが，納得のでき
る説明はなく，会場からの質問に対
する回答は，抽象的で具体性がなく
がっかりした。全てを既に決定して
いて，市民にはその中身を漠然と説
明するためだけで，意見に耳を傾け
る姿勢はないのか。説明責任を果た
すべきだ。

3

　市民意見募集や２回の説明会において市民の皆様にお示
しした内容は見直しの素案であり，今回，市民意見募集で
市民の皆様からいただいた御意見を踏まえて，市会への条
例改正案の提案や各種審議会への諮問など，必要な手続き
を進めてまいりたいと考えております。

　本市としましては，見直し素案に関して，今回の市民意
見募集及び２回の説明会を通して，広く市民の皆様の御意
見をお聴きしてまいりました。
　今後とも，必要に応じて市民の皆様に説明してまいりま
す。
　なお，都市計画の見直しについては，今後，都市計画法
に基づく案の縦覧を行い，市民の皆様の御意見をお伺いす
ることとしております。

　その他（２８件）
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162 　非常に分かりにくいパブコメだ。 3

　分かりにくいとの御指摘につきましては，貴重な御意見
として今後の参考にさせていただきます。
　今後とも市民の皆様の立場に立って，丁寧な説明に努め
てまいります。

163
　少子化による通学圏の問題など，
住民生活の基盤を整えることがまず
やるべきこと。

1

　本市では，市民生活を支える施策をはじめとして，様々
な施策に取り組んでおりますが，今回のようなまちづくり
の土台をつくる都市計画についても，重要な施策であると
考えております。

164

　公聴会を開催することなく都市計
画を進めることは,都市計画運用指針
に反する。本件においては，説明会
の開催をもって，公聴会に代わるも
のとは到底いえない。住民の意見を
十分に汲み取ることができるよう，
また，作成しようとする都市計画の
原案や関連する情報について具体的
に提示がなされるよう，公聴会が開
催されるべきである。

1

　都市計画法において「住民の意見を反映させるために必
要な措置を講ずるものとする。」とされており，今回の見
直し素案については，市民しんぶんやホームページにより
市民の皆様に周知させていただいたうえで，素案をお示し
し，７月２６日から８月２２日までの約一箇月間かけて市
民意見募集を行い，３０９通の御意見をいただきました。
　また，８月６日及び９日の２回にわたり説明会を開催
し，多くの方に御参加いただき，御意見も頂戴しました。
更には，今後，都市計画法に基づく案の縦覧を行い，市民
の皆様の御意見をお伺いすることとしており，法の趣旨に
沿っているものと考えております。

165

　京都会館を含むすべての建物につ
いて，増築や改修，建て替えなどが
実際に行われる場合に，具体的な図
面・景観シミュレーションなどを
行ったうえで，京都市民全体に判断
を仰ぐことをルールとして明記すべ
きである。

1

　岡崎地域については，わが国有数の文化・交流ゾーンで
あり，そこに立地する既存建物は，広く市民にとっても大
変重要です。
　さらに，建物と広々とした空間とが織りなす岡崎ならで
はの都市景観を形成しており，これらはまさに市民にとっ
てかけがえのない財産です。このように岡崎地域そのもの
が，市民的財産であり，都市の宝であるからこそ，建物ご
との個別の許可制度ではなく，地区計画制度を活用し，
しっかりと都市計画に位置付けることとしたものです。
　なお，地区計画制度を活用する場合においては，都市計
画法の規定に基づき，地区計画の原案の公告・縦覧，案の
公告・縦覧と意見書の受付，都市計画審議会における審議
を経て決定する必要があります。

166
　今の景観規制に改善すべき点があ
る。

1

　新景観政策では，三山，歴史的建造物，歴史的町並みへ
の配慮をしつつ，良好な景観形成，市街地環境の整備，都
市機能の充実の観点から，大きなまとまりのある区域ごと
に高さを定めるとともに，地域の拠点となる地区や大学，
病院など特に都市機能上の配慮が求められる地区について
は，それぞれに必要な高さを定めています。
　今後とも，新景観政策を検証してまいります。

167
　説明会で出た意見は反対意見ばか
りだ。議事録を作成し，公開すべ
き。

1
　説明会の摘録は作成しておりますので，その公開につい
ては，公文書公開請求の制度を御利用いただきますようお
願いします。

168
　市民と話し合い，地域に住む人の
生活を支援して欲しい。

1

　本市では，市民生活を支える施策をはじめとして，様々
な施策に取り組んでおりますが，今回のようなまちづくり
の土台をつくる都市計画についても，重要な施策であると
考えております。

169 　市民を馬鹿にするな。 1
　岡崎地域活性化ビジョンの実現に向けて，必要な見直し
であると考えております。
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　風致地区特別修景地域の指定する
岡崎地域全体が将来においても同等
の修景が担保されるように，京都会
館，みやこめっせ及び国立近代美術
館の地区を都市公園に指定してほし
い。

1

　御指摘の地区において，現在，京都会館，みやこめっせ
及び国立近代美術館の敷地を都市公園区域とする予定はご
ざいませんが，特別修景地域の指定により，今後も緑豊か
な岡崎地域の景観を保全・継承してまいります。

171
　何が京都の魅力なのかを今一度考
えてほしい。

1
　山紫水明と称えられる豊かな自然と１２００年の悠久の
歴史に育まれた美しい景観を未来に継承するため，景観づ
くりを推進しております。

　いただいた御意見につきましては，関係部署にお伝えい
たします。

・現バス駐車場を公共用地にするに
伴い，地上を緑地化し駐車場を地下
化できないものか。
・植樹，緑化についてコアゾーンを
中心にここへのアクセス路となる街
路樹類についてもトータルデザイン
を行い，道幅との関係で許容出来る
限りの立派な樹木やウェルカムロー
ド的演出としての花壇等の整備をぜ
ひ望む。
・せっかくの水景ゾーンである疏水
べりについて，親水空間化を図ると
ともに舟を浮かべる期間を長くとれ
ないか。
・疏水に架かる橋のデザインを見直
し(橋脚，勾欄共)優れたものにした
い。
・公衆便所や動物園の防臭・消臭対
策を十分図ってほしい。
・市の公共建築は大変メンテナンス
が不行届きである。公共美観に相合
しく範を示してほしい。武道セン
ター等も丸太町通や敷地南門は常時
閉鎖されているが，せめて昼間の開
館中は，両方共オープンにし，北か
ら南へ敷地内を自由に散策通り抜け
出来るよう配慮してほしい。
・コアゾーンへの来訪者（人，車，
自転車）アクセス路について，その
利用動態統計資料があれば公表して
ほしい。（東西，南北の各アクセス
路があるが各ルートの利用率が知り
たい。）

172 1
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・公園の樹木や疏水沿いの桜等の手
入れをきちんとしてほしい。もっと
全体に統一的な緑の計画を作って欲
しい。
・琵琶湖疏水の歴史的遺産をもっと
活用してほしい。手入れが悪い。イ
ンクラインも復活してほしい。
・白川通りの交通が大変なので，交
通政策で一方通行にするとかやり様
がないのか。

1

174
　マイカーの乗り入れを制限し，バ
スやタクシーを利用するようにして
はどうか。

1

175

　電線地中化も景観保全のため実行
願いたい。すでにA～F地区で出来て
いる折もあるが，特にF地区は優先し
て欲しい。

1

176

・岡崎や南禅寺地区は，琵琶湖疏水
が隣接しているという恵まれた環境
にあり，疎水の水をもっと利用す
る，活用する案もあってほしい。
・岡崎地区のA～F地区に，景観に配
慮した共通（共同）の大型駐輪場が
必要と思う。
・この地区にある建物や塀など，歴
史的価値があるものは，耐震性に配
慮しつつ残してほしい。

1

177

　５０年，１００年先を見据えて，
京都会館や京都市美術館，みやこ
めっせ，京都府立図書館，京都国立
近代美術館などを建て替えるとき
は，高さを１５メートル以下にして
ほしい。

1

178

　京都市美術館をより利用しやすい
ようにしてほしい。特に食事ができ
るエリアが少ないので，建物を改修
する際には工夫をしてもらいたい。

1

179
　岡崎地域を紹介する施設がないの
で，岡崎会館（仮称）を新設して地
域の発展を促したい。

1

　いただいた御意見につきましては，関係部署にお伝えい
たします。
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